
1．行政′（1）精神保健福祉センター  

■設置主体：都道府県、指定都市  

■法的根拠：精神保健福祉法  

■財源：一般財源＋補助金（特定相談）  

■精神保健に関する業務：   

・精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための総合技術センター   

・主に企画立案、技術指導及び技術援助、人材育成、普及啓発、調査研究、精神保健福祉相談、組織育成、  

精神医療審査会の事務、自立支援医療及び精神障害者保健福祉手帳の判定業務などを行う。  

■設置数：68か所（都道府県：49、指定都市：19）〈平成22年4月1日現在〉  

十人鼻配置：医師（精神科診療経験を有する者。）、精神保健福祉士、臨床心痩技術者、保健師、看護師、  

作業療法士、精神保健福祉相談員、事務職員等（※人院配置はあくまでも標準的な考え方）  

◆相談  

・精神保健及び精神障害者福祉に関する相談及び指導のうち、複雑又は困難ものを行う。  
・相談内容：（一般相談）心の健康相談、精神医療に関する相談、社会復帰相談など  

（特定相談）アルコール、薬物、思春期、認知症に関する相談  

・また、「心の健康づくり推進事業」による相談窓口を設置している。  

◆訪問  

・一部のセンターにおいては、訪問指導や保健所職員等に対する技術指導・援助としての同行訪問を行って   

いる。  

※利用者の負担は無料である。  

1．行政 （2）保健所 

■設置主体：都道府県、指定都市、中核市、保健所政令市、特別区  

■法的根拠（精神保健福祉業務に関するもの）：地域保健法及び精神保健福祉法  

■財源：一般財源  

■精神保健に関する琴務：   

・地域精神保健福祉業務（精神保健及び精神障害者福祉の業務）の中心的な行政機関   

■主に傘画調整、普及啓発、研修、組織育成、相談、訪問指導、社会復帰及び自立と社会参加への支援、  

入院及び通院医療関係事務、市町村への協力及び連携など、地域住民の精神的健康の保持増進を図る  
ための諸浩動を実施。  

■設置数：510か所＜平成21年6月15日現在＞   

（都道府県：380、指定都市：59、中核市：41、保健所政令市：7、特別区：23）  

■人員配置：医師（精神科嘱託医を含む。）、精神保健福祉士、保健師、看護師、臨床中理技術者、  

作業療法士、医療社会事業員、精神保健福祉相談員、事務職等の必要な職員  

◆相談   

・本人・家族等に、面接・電話等により、保健師・精神保健福祉士等の専門職が相談を行う。   
・医師による相談の時間も設けられていることが多い。   
・相談内容：心の健康相談、診療を受けるにあたっての相談、社会復帰相談、アルコール、思春期、青年期、認知症等  

◆訪問  

一本人や家族に対して、保健師・精神保健福祉士等の専門職が、居宅を訪問して支援する。   
・説明と同意の下に行うことが原則となっているが、危機介入的な訪問等が必要な場合にも行われる。  
■相談内容：医療の継続、受診相談・勧奨、生活指導、社会復帰援助、ひきこもりの相談、家族がかかえる問題等  

◆危機介入   
・多くの都道府県において、措置通報の受理、措置診察・措置入院の調整や34条移送の審査一美務を担当している。  

※利用者の負担は無料である。   



保健所が受ける困難事例の内訳  

保健所が市町村から受ける相談の内容  

（複数回筈あり）  
※ 最近3か月で遭遇した困難・多  

問題事例について、記述を求めた  
もの。  

保健所全体で受ける   

困難事例の内訳  
○困難事例の解決（99．5％）  
○入院への対応（89．1％）  
○退院後の対応（62、5％）  

○家族へのサポート（60．4％）  

○講演会等の普及啓発（42．2％）  

■地域・近隣での   

他青・迷惑行為   

田医療の継続性、   
医療中断、受診   
行動  

■家族内暴力・自   

傷・ひきこもり   

口金鉄管理等日常   

生活支援  

保健所が医療機関等から受ける相談の  
内容（複数回答あり）  

n＝220  

○退院後の対応（89．6％）  

○困難事例の解決（84、4％）  

○入院への対応（ア6．6％）  

○家族へのサポート（58．9％）  

平成19年度厚生労働科学研究  

陣害者自立支援法を踏まえた精神保健福祉センター、保健所の役割と  
機能強化についての精神保健福祉施策研究  
陣害者自立支援法と精神保健福祉活動への取組実態調査  
分担研究者 坪書繁美  

12  

地域精神保健における危機介入・支援体制の現状  
「危機介入」とは、ここでは、精神疾患により発生する危機的状態や重大な困難について、強制力を用い  
る方法だけでなく、様々な援助手法で解決・支援することを意味している。（｛危機解決crisisresolution」  

等の用語が用いられることもある。）  

朗の髄  

警察官  

情 ＼  
近隣苦   

、  
児童相談所  

生活保護窓口こ  

（仮称）ひきこもり地→  

≡≡ニ幸二‾て‾  

13   



「保健所の精神保健業務の状況」  

1）保健所の精神保健業務体制 ※平成22年1月現在  

・保健所の多くは、r業務担当制」として、精神保健を担当する保健師を配置している。  

一保健所の多くは、嘱託医の精神科医師を配置して業務を実施している。  

保健師等の業務担当状況  

地区担当制として実施している   

地区担当制に併せて、精神保健の業務担当者を置いて実施している  

業務担当制として、精神保健の担当者を社いて実施している  

いずれでもない  

O  ZO  40  60  さ0  

※地区担当制：保健師は担当地域を分担し、地域内の全ての業務を担当   
業務担当制：保健師は精神保健を専門に担当し、保健所管轄の全ての地域を担当  

精神科医師の業務実施状況（複数回答）  

常勤の精神科医が業務を実施  

非常勤の精神科医が業務を実施  

嘱託医の精神科医が業務を実施   

定期的に勤務していないが、保健所業務への協力が依頼できる精神科医師がいる．  

その他  

いずれもない  

無回答  

0％  ZO％  40％  60％  80％   

出典：平成21年度地域保健総合推進事業「保健所の有する機能、健康課矧こ対する役割に関する研究」財団法人日本公衆衛生協会（分担事業者：荒田吉封4  

保健所においては、主に保健師が精神保健業務を担当し、精神保健福祉士や福祉職も配置されている。  
専門職一人当たりが担当する人口は、地域担当制で平均4万人、業務担当制で平均8．4万人である。  

精神保健を担当する専門職鼻の配置状況  

【地域担当制の場合】   

保健所の職員配置（平均）  

専門職1人当たりが担当する人口（平均）  
（単位：万人）  

合  
．市   

専門凋＝人当たり  
4．0  4．3  4．2  5．0  り   

が担当する人口  

【業務担当制の場合】   

精神保健担当の職員配置（平均）  
専門職1人当たりが担当する人口（平均）  

（単位：万人）  

単位（人）   

※常勤換算   

（む保健師   

①のうち精神保健福祉士   

②福祉職   

（診その他   

所中   

円 ロ 計  整 塞◆  整 蕗 定 都 市   闘 保  
健   

専門職1人当たリ  
が担当する人口   

出典‥平成21年産地域保健総合推進事業「保健所の肴する機能、健康課矧こ対する役割に関する研究」財団法人日本公衆衛生協会（分担事業者‥荒田吉彦）15   



2）保健所管内における精神保健医療福祉の状況（平成21年度）  

保健所においては、相談・訪問指導や医療機関の紹介が広く行われている。  
保健所以外にも、市町村、相談支援事業所、地域活動支援センター等、多様な支援機関が機能してきている。  

①保健所及び管内における精神保健福祉業務の実施状況 n＝412  

精神保儀福祉の亀吉・窓口相談  

精神障害者への訪問指欄  

精神科医療機関の紹介  

精神障琶者を対象としたデイケア  

福祉サービスの利用支援  

福祉サービスの整備・開発  

自助グループの支援  

家族会の支援  

l
 
 

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％  100％  

■主として保健所が実施している。 田地の機関と共同で実施している。 臼他の機関が主として行い、支援的に関わっている。 8保健所はほとんど関わっていない。 □無回答  

②管内における保健所以外の実施機関く複数回答）※①で「主として保健所が実施している」以外の場合の管内実施機関 単位く％）  

市町村  
本庁  

（保健セン  
タこを含む）   事業所  の也関   はない   

精神保健福祉の電話・窓口相談   9．9   89．0   34．9   57．4   76．8   13．2   0．0   

精神障香春への訪問指導   2．1   93．1   5．6   33．7   56．6   6．9   0．0   

輯神科医療鯛の紹介   6．9   91．5   29．7   40．2   62．6   Jll．8   0．0   

精神障害者を対象としたデイケア   0．6   44．7   12．8   19．1   8．1   20．6   22．5   

福祉サービスの利用支援   6．3   85．9   7．3   50．0   73．4   14．6   0．0   

福祉サービスの整告・隣発   21．1   75．4   8．3   27．1   36．8   12．3   3．5   

自助グループの支提   3．5   44．2   20．？   37．0   23．7   26．3   11．0   

家族会の支援   6．3   68．2   16．0   29．9   22．0   23．3   3．1   

出典：平成21年産地域保健鷹合推進事業「保健所の有する磯能、健康課題に対する役割に関する研究」財団法人日本公衆衛生協会（分担事業者：荒田吉彦掩  

3）複雑困難事例に対する解決の難しさの程度●  

・独居や関わりが困難なケースなどは、保健所だけで解決することが難しい。  

鱗決に 人員を  
だけでは  い要する  人   支障  

未治療の期間が長く、医療的支援を要する  

治療中断で病状が悪化し、本人が受診を拒んでいる  

同居家族はいるが、同居家族の理解・協力糾ヽ  

同居家族l乱ヽるが、本人力鴨＼たくなこ面会や受診軌ヽる  

独居であり、キーサトウシが見つからない  

独居であり、訪問や受診をかたくなに拒否しnlる  

近隣か城繁に苦情があるが、公的機関と本人との接点がない  

職員への暴力・暴言のおそれがある  

近隣から頻繁に苦情があるが、医療機射での治療が難u＼  

保肋ヽら遠い（片道1時間以上）  

8％ 肪i（》i  

2％ 00‘0％  

0％  ：岨％   刀％  ：氾％   明％   託弘   田％   二和％   ∝銘   文眺  1∝I％  

■通常より人員を要するが解決できる伽月以内）  躍解決に特に支障lぬヽ  

臥通常より人員を要する上、さらに解決まで長期間（1か月以上）を要することが多い  臼保健所だけでl棚難である  

白支援連覇う余裕妙ない  巴そもそも支援してし鴫札ヽ  
田そのような事例はなし＼  8わからなしl  

出典：平成21年度地域保健総合推進事業「保健所の有する機能、健康課題に対する役割に関する研究J財団法人日本公衆衛生協会（分担事業者：荒田吉彦†7   



＜理念＞「地域を拠点とする共生社会の実現」   

精神障害者が住み慣れた地域を拠点とし、本人の意向に即して、本人が充実した地域生活を送ることができるよう関係機関の  
連携の下で医療、福祉等の支援を行う。   

＜支援内容＞   

従来の「地域移行支援特別対策事業」について、地域生活への移行支援にとどまらず、地域生活への移行後の地域への定着支  
援も行う事業へ見直し。   

○ 地域移行支援（従来の「地域移行支援特別対策事業」を踏襲）   

受入条件が整えば退院可能な精神障害者の退院支援や地坪生活支援を行う地域移行推進員を配置するとともに、地域生活に   
必要な体制整備を促進する地域体制整備コーディネーターを配置することにより、精神障害者の地域生活への移行を着実に推   
進する。  
〔新規事項】ピアサポーターの同行！  

或定書支援（新末男事項） ※保健扁  岳祉センター  

の 

地域生活を維持するための支援体制構築 ①受療中断書や自らの意思では受診できない者等に対し、医声か保健師等の多職種チームの訪問による治療開始、治療継続   
等の支援等を行う休制の強化   
例）・精神保健センター又は委託先医療機関に「多職種チーム」を設置し、医師の往診を含む訪問による支援  

②癖申的不調や疾病を抱えた若年者（10～20歳代）に対し、より早い段鱒で適切な支援を行い、必要に応じ精神科医療機   
関への紹介、治療導入が行えるような包括的支援体制の検討   
例）地域において、若年者やその家族等が心理的にもアクセスしやすい相談体制の構築  

（精神保健福祉士、看護師等からなる相談支援体制チームによる相談・紹介業務等の実施）  
精神障害者の参加による地土或住民との交流の促進  

地域において精神障害者と住民等が直接交流する機会を増やすことにより、精神障害に対する周囲の正しい理解や行動を  
促し、更なる普及啓発を図る取組  等  

（下線は新規事項）  

18  

行政機関と医療機関の連携による治療開始・継続の支援   

家族・近隣  

生活保護窓口  
児童相談所   

警察 等  

■保健所等直営又は医療機  
関委託により「危機介入チー  

ム」を設置  

■直ちに入院医療を要さない  

が、自らの意志では受診しな  

い重症者の紹介を受ける  

t支援対象者の支援を、多職  
種チーム」に依頼  

●保健所等又は医療機関（±訪問看護  
ステーション）に設置  

●医師の往診を含む、訪問による多職 
種での支援を実施  

●受診に同意していなくても、粘り強く  

訪問して支援  

●医療機関への委託による場合、いわ  

ゆる「ACT」と一体的なチームとするこ  

とも可能  

※ 本人が受療に同意し、健康保険が適用されるまでは、当該事業により公費で支援を実施。  
※当該支援には強制力はない。（在宅・通院医療の精神保健福祉法上の扱いについては、支援を普及させた上での将来的な検討課題。）19   



1．行政 （3）市町村  

■設置主体：市町村  

■法的根拠（精神保健福祉業務に関するもの）：精神保健福祉法、障害者自立支援法  

■財源：一般財源  

■精神保健に関する業務：   

・平成18年自立支援法施行により、市町村が精神障害者に対する相談支援事業を行うこととなる。   

・主に企画調整、普及啓発、相談指導、社会復帰及び自立と社会参加への支援（障害福祉サービス提供体  

制の構築及び利用調整、精神障害者保健福祉手帳関係事務等）、入院及び自立支援医療費（精神通院  

医療）関係事務などを行う。  

■市町村数：1．727市町村く平成22年5月19日現在〉  

（市：786［うち、政令指定都市19市、中核市：40市、特例市：4り、町：757村：184）  

■人員配置＝特に規熟まないが、障害者ケアマネジメント従事者研修の受講者や、精神保健福祉相談員を配置  

することが望ましいこととしている。  

◆相談  

・精神保健福祉相談の実施については、保健所の協力と連携の下で地域の実情に応じた体制で業務を行う。  

・相談内容：精神障害者社会復帰施設、精神障害者社会訓練適応訓練事業、自立支援法の障害福祉サービ   

スの利府に関する相談を中心に、精神保健福祉に関する基本的な相談。   

イ市町村相談支援機能強化事業Jの中で、保健師、精神保健福祉士等を配置して専門的な相談支援等を要   

する困難ケースへの対応や、相談支援事業者に対する指導、助言を行うなど機能強化を因っている。  

◆訪問  

・特に法律等による規定はないが、行政サービスの一環として保健師等の訪問による精神保健福祉に関する   

指導・支援が行われている。  

※利用者の貴担は無料である。  

20  

精神保健及び精神障害者福祉に関する相談の位置づけ  

○ 精神保健及び精神障害者の   
益祉に閲しこ精神保健福祉栂   

談員・医師等に精神障害者・   

家族等からの相談に応じさ   

せ、∴碍導させ孝義務  
（精神保健福祉法筆47条第1項）  

○ 医療を必要とする精神障害   
者に対し、適切な医療機関を   
紹介する義務   

（精神保健福祉法第47条第2項）  

i都道府県が行う事務に必  ○ 精神障害者の福祉に閲し、   
精神障害者・家族等からの相   
談に師じ、指導する義務   
（精神保健福祉法第47条第4項）   

○ 精神保健に閲し、．精神障害   
者・家族等からの相談に応   

じ、指導する努力義務   
（精神保健福祉法第47条爵5項）  

協力を行う義務  
（精神保健福祉法第47条第4項）  

l  

l  

l  

l  

l＿  害者等の福祉に隣  

し、必要な情報の提供  
を行い、畢びに相談に  

応ずる義務  

（障春着自立支援法菓2条  

第2項） 

保健所設置市  

以外の市町村  

※ 障害者自立支援法の制定に伴い、規定を改正  21   



行政機関における相談及び訪問指導の状況（平成20年度）  
（再掲）  

保健所   
実人員               延人員 総数  老人精神 保健  社会復帰  アルコー ル   薬 物  忠春期  心の健康 づくり  その他  ひきこもり  自殺朗逓  自殺者の 遺族  犯罪被害   

来所による相故  156．144  41g，128  16．103  133．349  柑．059  3．577  10．967  32，347  203．丁26  16．446  5，721  334  300   

電話による相談  63丁．060  22，205  178．505  23カ12  5．281  12．700  49．563  345．794  13，680  8．030  402  387   

メールによる相談  3，131   64  ¢65  150   347  138  1．丁66   85   24  

訪問指導   60．680  154．773  8，712  45．895  5．982  1，453  2－324  12．446  78．1引  4．912  2．009  236  123   

く再   綿）  

市町村   

美人貞                  蛮人員 総数  老人精神 保健  社会復帰  アルコー ル  薬物  思春期  心の健康 づくり  その他  ひきこもり  自殺関連  自殺者の 遺族  犯罪被害   
来所による相談  228．244  603，812  31，925  213．04丁  24．3ね  3，981  10．281  60．802  259，397  15．930  5，573  873  514   

電話による相談  81乳（‖0  45．306  252，502  24，286  5．570  】祁両  91233  380．099  】3，073  8．211  958  5ヰ丁   

メ⊥ルによる相談  4．563  124  1．47丁  100   6  222  485  之，149  200  132   7丁   5   

訪問指導   98，46ト  253，068  28，497  了8．113  10．883  1．727  3，565  27．253  103．030  8．416  2，817  592  274   

（再掲）  

精神保健福祉センター  美人鼻               延人員 、総数  老人精神 保健  社会復帰  アルコー ル  薬 物  思春期  心の健康 づくり  その他  ひきこもり  自殺関連  犯罪被害   
来所による相談   23．712  203，226  1．581  122，658  2．679  2．489  ‘17，548  24．463  31・8甲  15，729   4．058   1，964   

電話による相談  236，79了  3，391  36．231  4，24＄  2．052  9．769  75，318  105．了90  ㌻ 5．278   7．329   263   

メールによる相談  1，608   4   75   18   2   89  915  505   93   117   2   

新聞指導   l．585  9，085  534   36   3   

資料：保健所及び市町村は「平成20年度地域保健・健康増進事業報告」、精神保健福祉センターは「平成20年度衛生行政報告例」  単位（人）  

22  

保健師数の年次推移  
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4，000   

2，000  

0  

市町村  
（保健所設置市を除く）  

保健所設置市・特別区  

都道府県  

Hll H12  日13  H14  H15  H16  日17  H18  H19  H20  H21  

H9  HlO  Hll  ・H12  H13  H14  h15  H16  H17  H18  H19  H20  H21   

市町村   15，881  16．56  17．35  18，00  柑，27  18．55  18，82  18，68  18．32  18，38  18，55  18，831  19，051   

保健所設置市 特別区  4，421  4．731  5，16  5．41  5，57  5，78  6．14  6，18  6，59  6，8了  ・7，06  7，321  7，59   
都道府県   5，91  5，84  5，了8  5，871  5．72  5，63  5，56  5．50  5．3g  5，30  5，22  5，16  5．05   

出典：平成1卜20年度保健師等活動領域調査平成21年度保健師活動領域調査  

23   



1．行政 （4）関連する制度  

危機介入のための主な制度  

◆措置入院  
○ 医療及び保護のために入院させなければ、そ  

の精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害  

を及ぼすおそれがあると指定医（2名）が認めた場  

合に、都道府県知事が患者を入院させることがで  

きる制度。保健所等を通じて実施される。  

○精神保健福祉法に基づき、都道府県等が実  

施。  

※左記の円滑な運営に資す  

る制度   

◆精神科救急医療体制整備  

事業   

○精神科救急情報センターが、精神障害  
者又は保護者等からの相談窓口となり医  

療機関の紹介を行うほか、精神保健及び  
摘神障害者福祉に関する法律に基づく移  
送を適正かつ円滑に実施するために精神  

保健指定医、応急入院指定病院等と連絡  

調整を実施。  

○各医療機儲は常時対応施設・輪番施設  
等としての役割を担い、精神科救急情報セ  
ンターからの紹介等を受け、救急患者を受  

け入れ。  

○都道府県等が実施し、国が予算補助を  
実施。  

◆34条移送  

○指定医の診察により、直ちに入院させなければ  

医療及び保護を図る上で著しく支障がある看で、  

本人が入院の必要性を理解できない場合に、保  

護者の同意のもと、医療保護入院又は応急入院  

をさせるために精神科病院（応急入院指定病院）  

に移送する制度。保健所等を通じて実施される。  

○精神保健福祉法に基づき、都道府県等が実  

施。  
24   

措置入院とは、一般人、警察官等が入院させなければ自傷他書のおそれがある精神障害者を  

発見した場合に、保健所長を経て都道府県知事又は指定都市の市長（以下「知事等」という。）へ  

通報し、知事等の行政権限により国又は林道府県立病院及び指定病院へ、その患者を入院させ  

る行政処分である。   

（措置入院の判断）  

厚生労働大臣の定める基準に従って知事等の指定した2名以上の精神保健指定医（以下「指定医」という。）の  
診察の結果が一致した場合となる。なお、知事等は自傷他害のおそれのある精神障害者については、急速を要  
する場合には72時間に限って、指定医1名の診察の結果l；基づいて「緊急措置入院」させることができる。   

（自傷他害の判定）  

措置入院の必要性については、指定医が診察し、当該患者を入院させなければ自身を傷つけ又は他人に害を  
及ぼすおそれがあるかどうかを判定する。自傷行為とは自殺企図等、自己の生命・身体を害する行為のことであ  
り、他苦行為とは殺人、傷害、暴行、器物破損、強盗、放火などである。  

25   



※平成20年4月～21年3月末までの1年間で34条に基づく移送を実施したのは  
65都道府県・指定都市中26自治体（移送件数：130件）  
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精神科救急医療体制の都道府県別の状況  

人口  2次 医徽  

都道府県名  急医  

匿数   

北 海 道  5，543．556  田  ロ  692，945  匹  69  0  ロ   
青森県  1．41了．2了8  ロ  ロ  236．213  巴  皿  0  口   
岩 手 県  1．355．205  ロ  口  33も．801  m  皿  0  ロ   
宮 城 県  2，330．898  可  可  Z．330，898  28  匹  ¢  田   
秋田 県  l．118．735  田  ロ  223．了ヰ了  14  川  0  ロ   
山 形 県  1．185．100  ロ  田  395．033  6  B  0  田   
福 島 県  2．063．了柏  可  ロ  515．942  34  匹  0  曾   
茨城県  2．979．639  q  巴  ’993．213  28  27  D  ロ   
栃木 県  2．003．954  匂  口  2．003．954  ロ  0  6  ロ   
群馬 県  2．008．8ヰ2  田  q  2，008．842  皿  匹  l  ロ   
埼 玉 県  7．096，289  田  同  3，548．135  41  匹  B  田   
干 葉 県  6．124．ヰ53  ロ  q  1，531．113  団  32  ロ  ロ   
東京 都  12．5ヰ8．258  田  口  3．137，065  匝  匹  1（り  田   
神奈川県  臥848．329  口  l  8．糾8，329  ヰ9  ヰ7  2（り  田   
新潟 県  2．401．803  ロ  6  480，361  田  田  0  6   
冨 山 県  1．101．637  ロ  q  550．819  28  田  0  川   
石 川 県  1．165．013  口  ロ  388．338  ロ  田  0  6   
福 井 県  812，ヰヰ4  ヰ  q  406．222  10  10  0  6   
山 梨 県  867．122  ヰ  口  867．ほ2  10  ロ  ロ  田   
長 野 県  2．168．926  田  3  722．975  田  田  0  田   
岐 阜 県  2．08g．413  8  同  l．04ヰ，707  川  川  0  可   
静岡 県  3．773．694  ロ  ヰ  943．424  10  『  ヰ（り  ロ   
愛 知 県  7．2柑．350  ロ  田  2，朋6．117  40  40  0  田   
三 重 県  1．854．050  4  四  927．025  13  四  0  ロ   

人口  2次 医女  

都道府県名  

闊数   

滋 賀 県  1．382．321  用  巴  480．7了4  10  10  b  田   
京 菰府  2．555．650  u  q  l，2丁了．さ25  匹  m  白  ロ   
大 阪府  8．676．622  8  田  1，084．5了8  匹  匹  ロ  q   
兵 庫 県  5．586．254  川  ロ  1．1け．25l  30  四  l  田   
奈 良県  1．414．970  u  口  l，4日，970  ロ  巴  l  ロ   
和歌山県  1．038．729  ロ  ロ  346．243  ロ  ロ  ロ  6   
鳥 取 県  矧＝85  ロ  ロ  1！札495  『  ロ  ロ  6   
島 根 県  727．793  ロ  可  103．970  四  四  ．0  6   
岡 山 県  1．943．864  口  6  971，932  匹  四  0  ロ   
広 島県  2．85g．300  ロ  同  1．429．650  『  『  l  ロ   
山 口 県  l．471．715  口  田  4！吼572  四  四  ロ  ロ   
徳 島 県  800．825  ロ  口  266．942  川  川  ロ  6   
香 川 県  1．016．540  ロ  ロ  508．270  四  匹  0  ロ   
愛 媛 県  1．464．307  ロ  口  1．464．307  ロ  『  0  可   
高 知 県  777．080  ロ  口  777，080  『  『  0  ロ   
福岡 県  5．031．870  田  口  l．257．968  匹  匹  匹  田   
佐賀 県  862．156  田  ロ  287．385  匹  り  0  q   
長 崎 県  l．偵8，404  ロ  ロ  243，067  匹  35  【  ロ   
熊本県  l．839．309  ロ  円  9柑．655  40  40  0  田   
大 分 県  1．211．042  ロ  【  1．21l．042  22  匹  0  2之   
宮 崎 県  1．155．844  可  ロ  385．281  20  20  0  ロ   
鹿児島県  1．728．554  ロ  ヰ  432．139  40  40  0  田   
沖縄県  l．39了．別2  q  ロ  349．453  20  20  0  ロ   

※2次医療圏敷については、平成22年4月現在。  

※人口については、住民基本台帳人口（平成21年3月兼現在）による。  

※「常時対応Jの（）は身体合併症対応施設の再掲。  
28  

精神科救急医療施設の利用状況  

平成17年度   平成20年度   

精神科救急医療圏域数   145   145   

海神科救急医療施設数   1，084   1，136   

精神科救急情報センター  

への夜間・休日の電話相  81，122   125，008   
談件数  

夜間・休日の受診件数   30，243   40，467   

夜間・休日の入院件数   12，096   15，544   

（精神■障害保健課調）  
29   



○ひきこもりとは、様々な要因の結果として、社会的参加（義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外  
での交遊など）を回避し、原則的には6か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態。（他者と関わ  
らない形での外出をしている場合も含む）  

・ひきこもりには、確定診断がなされる前の精神障害が含まれている可能性がある。  

・背景にある精神障害の診断や治療だけではなく・、ひきこもりがもたらす「自立過程の挫折」に対する支援も   

必要である。  

出典：H19～H21年度「思春期のひきこもりをもたらす精神科疾患の実態把握と精神医学的治療・援助システムの棟異に関する研究」  

（厚生労働科学研究 主任研究者 斎藤 万比古）  

＜把握の方法＞  

全国11地域の住民から無作為に選択した4．134名を対象に、訓練を受けた調査員の戸別訪問による直接面接   

を実施。（平成14年～平成17年度に、世界精神保健日本調査と合同で実施）  

＜調査の結果＞   

・対象者のうち、20～49歳の者（1，660名）の中で、過去にひきこもりを経験したことのある者：－1．14％   

・面接を受けた対象者全員（4，134名）の中で、現在ひきこもり状態にある子どものいる世帯 ：0．56％  

（全国推計では約26万世帯）  
出典：H18年度「こころの健康についての疫学調査に関する研究」（厚生労働科学研究主任研究者川上悪人研究協力者小山 明日香）  

・ひきこもり対策推進事業（セーフティネット支援対策等事業費補助金240億円の内数）   

都道府県・指定都市にひきこもり対策を推進するための核となる「ひきこもり地域支援センター」を整備し、第1次相談窓口としての  

役割等を担う。  

社会・援護局   

総務課   

・精神保健福祉センター・保健所関連（耕神保健福祉センター特定相談等事業費96百万円の内数等）  

精神保健に関する相談窓口における「ひきこもり」の相談。  

・思春期精神保健対策研修会関連（PTSD・思春期精神保健対策事業費18百万円の内数）  

「ひきこもり」を含む思春期精神保健の専門家の養成。  

社会・援護局  

障害保健福祉部   

精神・障害  

保健課  

・ふれあい心の友訪問援助・保護者交流事業（児童虐待・DV対策等総合支援事業25億円の内数）  

コーディネーターの支援の下、ボランティア〈学生等）による家庭等の訪問や保護者を対象に講習会・グループワーク等を実施。   

・ひきこもり等児童宿泊等指導事業（児童虐待・DV対策等総合支援事業25億円の内数）  

一時保護所等における集団的な生活指導・心理療法等の実施。  

雇用均等・  

児童家庭局  

家庭福祉課  

・地域若者サポートステーション事業（18．5億円）   

ニート等の若者を対象に、地方自治体との協働により「地域若者サポートステーション」を設置し、専門的な相談等を実施。   

・「若者自立塾」事業（1．8億円）   

若者自立塾は、平成21年度をもって廃止。予算案は21年度入塾者に係る経過措置関係経費のみを計上。22年度は本事業に代   

わり、新たに緊急人材育成支援事業による基金訓練スキームを活用した合宿型自立支援プログラムを実施する予定。  

職業能力開発局  
■ 育成支援課   
キャリア形成  

支援室  
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ひきこもり地域支援センターの概要  

課題  
①ひきこもり本人や家族が十分に相談できずにいるのではないか。  
②関係機関のネットワークが十分に形成されていないのではないか。  
③本人や家族にひきこもり施策等の情報が届いていないのではないか。  

各都道府県・措定都市に、ひきこもり本人  
や家族等からの相談等の支援を行う「ひき  
こもり地域支援センターJを整備。  

Orひきこもり支援コーディネーター（社会福祉士、精神保健福祉士等）」を置き、次の事業を行う。  

ひきこもり本人、家族等からの電話一乗所・訪問等による相談に応じるとともに、  
対象者の状態に応じて、医療・教育・労働・福祉などの適切な関係機関へつなげる。   

対象者の状態に応じた適切な支援を行うため、関係機関からなる連絡協議会を  

設置し、情報交換等各機関間で恒常的な連携を図る。   

リーフレットの作成等により、ひきこもり問題に対する普及啓発を図るとともに、  
地域におけるひきこもりに係る関係機関・事業紹介などの情報発信を行う。  

ひきこもり地域支援センターの概念図  

①第1次相談窓口  

②他の関係機関との連携  

（注1）実施主体：都道府県・指定都市（運営委託可）  

（注2）1か所あたり事業費1400万円（児童期・成人期の2機能を持たせた場合）  

32  

地域若者サポートステーション事業  
20年度予算額13．5億円 21年度予算額17．4億円 22年度予定額18．5億円   

（趣旨・巨的〉   

ニート等の若者の昏立を支援するた中には、各人の置かれた状況に応じて個別・♯続的に包括的な支翠を行うこと  
の  

に、 高校中退雇等を対象とした訪問支援（アウトリーチ）による学抜教育からの円滑な誘瓢学力を含む基捷力向  
上に向けた継続的支援に取帆組むなど－ニTト等の若者の職業的眉立支援を強化することとする。  
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2．医療 （1）病院■診療所  

■設置主体：地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、個人等  
■法的根拠（精神保健医療業務に関するもの）：精神保健福祉法、健康保険法等  
■財源：医療保険  

■設置数：精神科病床を有する病院1，666か所（平成20年現在）  
精神科・神経科・心療内科を主たる診療科とする診療所3，193か所（平成20年現在）  

■訪問に関する業務：   

・精神科医師による往診、訪問診療   
・看護職員（訪問看護部門又は外来」病煉部門等の職員）による訪問看護  

■人員配置：医療機関の保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士  ※精神科訪問看護・指導料が算定できる職種  

◆訪問看護等（※医療保険の精神科訪問看護・指導料の場合。）  
・精神科医師の指示を受けて、精神障害者である入院中以外の患者又はその家族に対し、患家を訪問して看  
護及び社会復帰に関する支援等を行う。  

具体的には、  

・日常生活の維持、生活技能の獲得・拡大  

・家族関係の調整  

・身体症状の発症や進行を防ぐ  

対人関係の維持、構築  

精神症状の悪化や増悪を防ぐ  

社会資源め活用 等  

・入院中の患者の退院に先立ち、患家等を訪問して退院後の療養上必要な支援や調整を行う。  
◆往診・訪問診療  

・患者の求めに応じて又は定期的・計画的に患家に訪問して診療を行う。  

◆利用者の負担  

・医療保険や介護保険の一部自己負担があるが、自立支援医療の給付により負担軽減がある。  
・交通費：医療保険の場合は実費相当額を、介護保険の場合は通常の事業の実施地域を越えて訪問看護  

を行った場合に支払いを受けることができる。  
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精神科を標模する保険医療機関 

精神科退院前訪問指導料  380点  

6ら月末清退院患者  6ケ月以上入院患者  

3固まで   6固まで  

複数職共同加某   320点  

精神科散開看護・指導料Ⅰ  575点  

退院後3ケ月以内  退院後3ケ月超え  
5回／遇まで   3回／遇まで  

保健臥響嘘師、作業療法士又は精神保健福祉士  

複数名訪周加算   450点  

急性増悪期算定  り急性増悪日から連続7日間以内（1回／日）∴■  

2）上記よりlヶ月以内の連続7日脚以内（1固／日）  

※り は医師の直接診欝による指示が必壬  

精神科訪問看護・指導料Ⅱ  ¶160点（3回／週まで）  

精神障害者施設入所中の棟数患者への指導  

時間加算   3時間超えは40点／時を加算 く8時間以内）  

精神科退院指導料  320点（1回）  

24埠洋書！対応体制鮫簿  

細翻翫離雛綿摘滴  

14日を限度として算定できる（1圃／月）  

時間加算   3時間超えは400円／時を加算（8時間以内）  

退院時共同指導加算 6，000円（1回）  

24時間対応体制加算  5．400円（1回／月）   

24時間連絡体制加算  2，500円（1回／月）   

35   



医療機関における精神科訪問看護の実施状況  

精神科訪問看護・指導実施件数の年次推移  

施設数  一実施件数  

病院   一般診療所   病院   一般診療所   

平成11年度   709   208   28，308   3，382   

平成14年度   727   236   39，462   6，072   

平成17年度   826   304   56，051   10，330   

平成20年度   878   348   76，225   15，379  

※医療施設調査（各年9月1カ月間）  

※実施件数は上記期間内の訪問看護実施回数  
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在宅診療に関する診療報酬   

主な加算   霊諾苧諾 それ以外  

往診料   患家の求めに応じて  
720点  

緊急   650点   325点  

患家に赴き診療  
夜間   1，300点  650点  

深夜   2，300点 1．300点   

在宅での療養患者に  
在宅患者   定期的に訪問して診療   830点 （同一建物居住者以外）   

訪問診療料   （特定の疾患・病状を除き   
週3匡悸限度）   

200点 （同一建物居住者）   

在宅時  4，200点 （処方せん交付）  
者に、計画的な医学管理の  4，500点 （なし）  

医学総合  

管理料   訪問診療を実施   それ以外   
2，200点（処方せん交付）  

2，500点（なし）   
／‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾、 

＼  

t 

、 

・24時間連絡を受ける連絡先を患家に提供  
l・24時間往診可能な体制の確保  

援診療所では連携機関でも可）   

▼ 

し ※南東妄援繭ま二200床未満、又は、半径4km以内に他の診療所がない病院に限る  
等j  
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精神科医療機関における往診の実施状況  
1ケ月の延べ実施人数  精神科病院  往診を実施  

（医療機関数）  

□1～1．0人  口11－20人 田21～30人  

団31～50人 圏51人以上  

精神科診療所  往診を実  （医療機関数）  

（精神・障害保健課調べ）  
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往診を実施する精神科医療機関の割合（都道府県別）  
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※平成17年6月に1回以上往診を実施した病院数と、平成18年6月に1回以上往診を  
実施した診療所数を合算したもの  （精神・障害保健課調べ）  



精神病床の現状   H2一年7月一日現在（中医協調査）   

特定機能病院  

入院基本料  

（3，398床）  

精神病棟入院基本料   

（184，873床）  

特定入院料  

（153，845＋α床）  

■t－■－■－－ii・こ＝i＝＝i■■一■■■■■■■■■■■■－■－t■－■■■  

王 小児入院医療管理料4 i  児曹・患者凱綺神科  
入院医療管理加算 

（病床数不明）  
（20医療練臥8qO床）  
＜入線札に血生＞  特殊疾患病棟入院料2  ■’‘仰‘〈′、tツー1■1一   

L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．．＿＿＿．＿＿．●＿＿＿■  

※  入院基本料の医療機関敦・病床数は平成20年7月1日現在（合計とは一致しない）  
※※介護サービス施設・宇美新調査（H20年18月）  40  

注 破線は精神病床以外も含む  

精神科入院に係る診療報酬と主な要件①  

医師の  算定の対  診療報酬点数   
配置   看護職員等の配置  構造設備等  その他の主な要件   象となる  

患者  

精神病棟入院   看護7：1   ・病棟の平均在院日数40日   
以内  

1，311点  ※初期加算   

基本料  （特定機能病院のみ）  ・新規入院患者の5割以上が  465点  

GAF30以下  く～14日）  

看護一10：†  ・病棟の平均在院日数40日  
以内  

250点  

医師  
（15－30日）  

・特記なし  ・清神疾  

48：1  GAF30以下  患を有す  125点  

看護13二1  
る患者                       （31－90日） 10点  

・新規入院患者の4割以上が  （91－180日） 
GAF38以下又は身体合併症  
患者  3点  

・身体疾患への治療体制を  （181日－1年）  

確保  

看護15：1  800点  

看護18：1  712点  

看護20：1  
・特記なし  

658点  

看護25：1  550点  ※初期加算あり   

精神療養病棟  指定医   看護 30：1   ・病圭5．8ポ以上  ・病院にPSWまたは瞳床  ・長期の入  1，050点（GAFスコア41以上）   
入院料   病煉常勤1  看護・看護補助者を合わ  ・1看護単位60床  心理枝儒者常勤   

（病院に2以上）  せて15：1   以下   
院を要する  1，090点（GAFスコア40以下）  

・病院にOT皇または生活  精神疾患を  

医師48：1   OT又は経験者儀師1人  ・1病室6床以下  技能訓練室   有する患者   

認知症治療病   看護20：1   ・病棟18r正／床以   ・病院にPSWまたは  ・集中的  1，450点（－60日）   
棟入院料1  

上を標準  
看護補助者25ニ1  ・デイノレーム等  臨床心理技術者常  な治療を  1，180点（61日～）  

医師  専従作業療法士1人  ・生活機能回復訓   勤   有する認  

病棟常勤1 
練童  知症患者   

48：1                                      認知症治療病  看護30ニ1  ・病棟18∩了／床以  
上を標準  

1，070点（～60日）   

棟入院料2  看護補助者5・              2．1  
OT又は経験者三葦師1人  ・生活機能回復訓 棟室  

970点（61日－）  

q’l  



精神科入院に係る診療報酬と主な要件②  
医師の配置  看護職旦等の   

配置   
構造設備等   その他の主な要件   井定の対象となる患者  診療報酬点  数   

精神科  
・時間外診療の件数  3．451点  

・措置・緊急措置・応急入院の件数   （－30日）   

†、     桑  
救急入  指定医   患者  （31日－）   

看護10：1 PSW 病棟常勤2人  

・3カ月以内に精神病棟  

精神科  ・1看護単位80床以下   ・時間外診療の件数  に入院したことがない   
・措置・緊急措置・応急入院の件数  （－30日）  

救急入  
焼料2  

・新規入院患者の4割以上が3月以  2，831点  
内に在宅移行   （31日－）   

・合併症ユニットが2割以上  ・措置・緊急措置入院  
指定医  ・隔離室・個室又は合併症  患者  

精神科   病棟常勤3人  看護10：1  ユニットが半数以上   ・時間外診療の件数  ・3カ月以内に精神病棟  3，451点   

救急・合  精神科医  PSW  ・救急蘇生装置、呼吸循環  ・措置・緊急捨置・応急入院の件数  に入院したことがない  （～30日）   
併症入  病院常勤5人  監視装置等   ・新規入院患者の4割以上が3月以  患者   3．031点   
院料  医師  病棟常勤2人  ・身体疾患の治療のた  

16：1  実施できる体制  め一般病棟に入院した  
・1看護単位60床以下   患者   

精神科  
看護13：1  

急性期  
看護補助者  1，920点  

串療病  
30：1  （～30日）  

P＄W又は歯床  1，600点  

棟入院 料1  指定医  
心理技術者  t3カ月以内に精神病棟  

病棟常勤1人  ・新規入院患者の4割以上が3月以  

病院常勤2人  
り看護学位60床以下  

内に在宅移行  
患者  

精神科  看護補助者  
・他病棟入院患者の急  

急性期  性噂悪例  1，820点  

治療病  
30：1  （～30日）  

棟入院  
PSW又は臨床  1，500点  

料2  
心理技術者  （31日～）   

病棟常勤1人  

・精神科を標梯  
・病棟に専任の内科又は外科の医  
師が1名以上配置されている  

精神科救急入院料 
精神科急性期治療病棟入院料  
認知症治療病棟入院料  
精神病棟入焼基本料（10：1、13：1又は15：1）  

特定機能病院入院基本料（精神病棟） を算定する患者  

清神科身体合併症  
管理加算   

（7日間を限度に加  
算）  

2．医療 （2）訪問看護ステーション  

■設置主体：地方公共団休」医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働大臣が定める者  
（※財団法人やNPO法人の他に、株式会社、有限会社など営利目的の法人も含まれる。）  

■法的根拠：介護保険法、健康保険法等  

■財源：介護保険、医療保険  

■設置数：5，499か所  

t精神科訪問看護に関する業務：   

・精神疾患が主病名である利用者が1名以上いるステーションは全体の49．4％。  
（平成21年度障害者保健福祉推進事業、全国訪問者諸事業協会）  

t人員配置：管理者（原則として、保健師か看護師※）  

看護職員2．5人以上（保健師、助産師、看護師、准看護師／常勤換算）、必要に応じて理学療法士、  

作業療法士、言語聴覚士※健康保険法に基づく指定訪問者護事業のみを行う場合には助産師が管理者となることができる。  

◆主治医が交付した訪問看護指示書に基づき、基本的には患者宅を訪問して看護及び支援を行う。  

具体的には、   
・日常生活の維持、生活技能の獲得・拡大   
・家族関係の調整   

・身体症状の発症や進行を防ぐ  

・対人関係の維持、構築  

一精神症状の悪化や増悪を防ぐ  

・社会資源の活用 等  

◆24時間対応又は24時間連絡体制を評価している。  

◆利用者の負担  

・医療保険や介護保険の一部自己負担があるが、自立支援医療の給付により負担軽減がある。  
・交通責：医療保険の場合は実費相当額を、介護保険の場合は通常の事業の実施地域を越えて訪問看護  

を行うた場合に支払いを受けることができる。  
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訪問看護ステーション数の年次推移  

平成4年の訪問看護ステーションの制度化以来、訪問看護ステーションの件数は増加   

してきているが、介護保険制度が導入された平成12年以降の伸びは鈍化している。  
■●●－■【■－一◆●■●●■＝■t■●●■＝■●■◆■■▼■一●●■■●●●●■●◆け■◆■■■◆－●■■■●11日■■●－1日■●■＝  ●■■■●●■疇H…●－■■■■●●－■【●●●■■●●■●●■t川■●●●■■■●●●■■■－■●●－●■－●●■■●t疇■■－●◆■■■●●●●●■●●●～●山■■叩●◆●●－■－●●▼一一●■●■■●●●一叫■－－●●り●●●■■■●●●●■■●－●■■●■－■●●▲－●■■●■●●－■－●■－●■●●●●■■■′  

か所  
6000  

平成5年 平成7年 平舶年 平成11年 平成13年 平成15年 平成17年 平成1時平成20年  

平成5年－11年（10月1日）：訪問看護実態調査（統計情報部）  

平成12年～20年（10月1日）：介護サービス施設・事業所調査（統計情報部）  
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精神障害者の訪問看護を実施する訪問看護ステーションの割合  

医療保険または介護保険による訪問看護で、  
精神疾患（認知症を除く）が主病名である利用者が1名以上いる事業所  

2006年度  2007年度  2008年度  2009年度  

（N＝1，898）  （N＝1，664）  （N＝1．105）  （N＝1，479）   

・2006年虔社団法人全国訪問者諸事業協会：H18年鹿厚生労働省老人保険事業推進費等補助金 新たな訪問者護ステーションの事業展開の検討．平成18年  
度報告書 委員長：上野桂子  

・2007年度社団法人全国訪問者護事業協会：H19年度厚生労働省障害者保健福祉推進事業「梼神障害者の地域生活支援を推進するための精神科訪問看護  
ケア技術の標準化と教育およぴサービス提供体制のあり方の検討」．主任研究者：董問真美．  

・2008年度萱間真美：「精神障害者の訪問着護におけるマンパワー等に関する調査研究」．厚生労働科学特別研究幸美く速報）  

・2009年虔社団法人全国訪問看護事業協会：H21年度厚生労働省障害者保健福祉推進事業「精神科医療の機能強化に関する調査研究事業一訪問者護の充  
実に関する調査研究－」．主任研究者：萱問責美．  45   




